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相楽都市計画下水道の変更理由 

 
 
排水区域に近接する既存住宅地および商業・工業施設を排水区域に追加すること

により、より一層の生活環境の向上及び公共用水域の水質を保全し、都市計画と整

合のとれた健全な都市の発展を促進するものである。 
 
 
＜汚水について＞ 
○新たに追加した区域（約 3 ha） 
・排水区域外にある既存住宅や商業・工業施設について、集合処理と個別処理を

総合的に比較し、集合処理が適正と位置付けた区域。 
 
 


